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平成２５年２月１５日（臨時会） 

開議 １３時００分 

○議長 川野 高實君  

 只今から平成２５年第１回鞍手町議会臨時会を開会します。  

町長から挨拶の申し出があっていますので、これをお受けいたします。  

 町長。 

○町長 德島 眞次君  

 このたび、町長として町政運営の重責を担わせていただくこととなりました德島でござい

ます。就任後初めての議会にあたりご挨拶を申し上げます。  

 昨年１２月に柴田町長が急逝され、喪に服す間もなく町長選挙を迎え、当選の翌日から平

成２５年度予算編成などの重要な公務に取り組んでおりますが、あらためて柴田町長のご冥

福を心からお祈り申し上げます。  

これからの鞍手町のまちづくりに思いを巡らせてみますと、その責任の重さに身の引き締

まる思いがいたしております。当面は、現在進行中の町の重要施策を継承し確実に進めてい

くところから始めてまいりますが、私が選挙で掲げました公約も具現化していきたいと考え

ております。よって、施政方針につきましては、あらためて３月定例会におきまして申し述

べさせていただきますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。  

 これから、鞍手町を「魅力ある住みたい町」「老若男女すべての人が笑顔で暮らせる町」こ

のようにしていくことを目標に、町民の皆様、議員の皆様、そして職員の皆さん方と共に力

を合わせて、未来に繋がる「まちづくり」に邁進していく所存でございます。  

 何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任のご

あいさつとさせていただきます。  

 本日はどうかよろしくお願いいたします。  

○議長 川野 高實君  

 次に、去る１月１５日、仲野守君から一身上の都合を理由に、１月１５日をもって議員を

辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により、同日これを

許可いたしましたのでご報告いたします。  

 次に、議員辞職に伴って委員会条例第５条の規定により、議会運営委員会の委員に熊井照

明君を指名いたしましたので報告いたします。  

 これより日程に入ります。  

日程はお手元に配布のとおりです。  

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います｡ 

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、議長において１２番議員 岡﨑邦博

君及び１３番議員 栗田幸則君を指名します。  

 次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。  

今期臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。  
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 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日間に決定しました。  

 次に進みます。  

日程第３ 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を議題とします。  

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦の方法で行ないた

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。  

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。従って議長が指名することに決定しました。  

 福岡県介護保険広域連合議会議員に德島眞次町長を指名します。  

 お諮りします。  

只今議長が指名いたしましたとおり、德島眞次町長を福岡県介護保険広域連合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。只今指名いたしました德島眞次町長を当選人と決定しました。  

福岡県介護保険広域連合議会議員に当選されました、德島眞次町長が議場におられますので、

会議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。  

 次に進みます。  

日程第４ 議案第１号を議題とします。  

提案理由の説明を求めます。  

町長。 

○町長 德島 眞次君  

 日程第４ 議案第１号の１件について、提案説明を申し上げます。  

日程第４ 議案第１号は、専決処分の承認（平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第７号）

であります。 

 本補正予算は、柴田前町長の死亡退職により、鞍手町長選挙費用の追加及び前町長の退職

手当の追加に伴う補正であります。議会を招集する時間的余裕がなかったことから、昨年１

２月２８日付けで専決処分を行ったものであります。  

 今回の補正第７号につきましては、歳出予算内での増減調整となり、歳入歳出総額の増減

はありませんので、予算総額に変動はございません。そのため予算総額は、歳入歳出それぞ

れ６６億４１７３万８千円です。  



 3 

 以上が日程第４ 議案第１号の提案説明であります。ご審議の上ご協賛の程よろしくお願

いいたします。以上です。  

○議長 川野 高實君  

 これから質疑を行います。  

議案第１号 歳出について質疑をお受けします。事項別明細書の７頁をお開き下さい。  

２款 総務費について７頁から９頁まで質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。  

 只今議題となっています議案第１号は総務文教委員会に付託したいと思います。  

ご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって議案第１号は総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 次に進みます。  

日程第５ 発委第１号を議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 宇田川議会運営委員長。  

○１１番 宇田川 亮君  

 発委第１号 鞍手町議会会議規則の一部を改正する規則。  

上記の規則案を別紙のとおり提出する。  

平成２５年２月１５日提出。  

議会運営委員会委員長 宇田川  亮。 

提案理由、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部が改正されたことに伴い、本会

議においても委員会同様公聴会の開催や、参考人の招致が出来るようになったため、鞍手町

議会会議規則の一部を改正する必要がある。これがこの規則案を提出する理由である。以上。  

○議長 川野 高實君  

 これから質疑を行います。  

発委第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

発委第１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

発委第１号 鞍手町議会会議規則の一部を改正する規則を採決します。  

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 
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（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって発委第１号は原案のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

日程第６ 発委第２号 及び日程第７ 発委第３号の２件を一括して議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 宇田川議会運営委員長。  

○１１番 宇田川 亮君  

 発委第２号 鞍手町議会政務活動費の交付に関する条例。  

上記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 平成２５年２月１５日提出。  

 議会運営委員会委員長 宇田川  亮。 

提案理由、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部が改正されたことに伴い、政務調

査費が政務活動費へ名称変更されたことなどにより、新たに鞍手町議会政務活動費の交付に

関する条例を制定する必要がある。これがこの条例案を提出する理由である。  

 次に、発委第３号 鞍手町議会政務調査費の交付に関する条例の特例に関する条例の一部

を改正する条例。  

上記の条例案を別紙のとおり提出する。  

 平成２５年２月１５日提出。  

 議会運営委員会委員長 宇田川  亮。 

提案理由、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部が改正されたことに伴い、政務調

査費が政務活動費へ名称変更されたことなどにより、鞍手町議会政務調査費の交付に関する

条例の特例に関する条例の一部を改正する必要がある。これがこの条例案を提出する理由で

ある。 

○議長 川野 高實君  

 これから質疑を行います。  

発委第２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に発委第３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

発委第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に発委第３号について討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

発委第２号 鞍手町議会政務活動費の交付に関する条例を採決します。  

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって発委第２号は原案のとおり可決されました。  

 次に、発委第３号 鞍手町議会政務調査費の交付に関する条例の特例に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。  

本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって発委第３号は原案のとおり可決されました。  

 これより委員会審査のため、しばらく休憩します。  

休憩 １３時１４分  

再開 １３時３３分  

○議長 川野 高實君  

 会議を再開します。  

 日程第４ 議案第１号を議題とします。  

本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第１号 専決処分の承認（平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第７号）。 

 本委員会は本日付託された上記の議案を審査の結果、原案を承認すべきものと決定したの

で、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第１号 専決処分の承認（平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第７号）を採決します。  
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本案に対する委員長の報告は承認であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１号は委員長報告のとおり承認されました。  

 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって、平成２５年第１回臨時会を閉会します。  

閉会 １３時３６分  
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